
令和６年11月22日　金曜日           
第550号1 増刊②

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

第
五
百
五
十
号

増

刊

②

　
　
　
　
規

則
（
第
四
十
七
号

－

第
四
十
九
号
）

○
福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

（
福
祉
総
務
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
五

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
薬　

務　

課
）
…
…
…
…
…
七

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目

次
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様
式
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
福
岡
県
規
則
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第4号(第6条関係) 

  二級 

木造 
建築士登録事項変更届・書換え交付申請書 

 

 下記のとおり登録事項に変更を生じたので、福岡県建築士法施行細則第6条第1項の規定

により届け出ます。 

       年  月  日 

 福 岡 県 知 事 殿 

 

申請者住所              

 

氏  名              

 

登 録 番 号 第      号 登録年月日 年   月   日 

変

更

前 

ふりがな 

氏 名 
  生 年 月 日 年   月   日 

変

更

後 

ふりがな 

氏 名 
  生 年 月 日 年   月   日 

変
更
理
由 

  

摘

要 

  
写真 
 
1 申請前6月以内に撮影した無帽、
正面、無背景の縦4.5cm、横3.5cm
の写真の裏面に氏名及び撮影年月
日を記入し、のりで貼り付けてくだ
さい。 
 
2 貼付した写真は免許証に転写さ
れます。 

  

(注) 戸籍謄本(抄本)1通(発行後6月以内のもの)を添付すること。 
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
　

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
を
削
る
。

　

第
九
条
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
十
二
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
様
式
第
十
七
号
」
を
「
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
様
式
第
十
八
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

様
式
第
六
号
を
削
り
、
様
式
第
七
号
を
様
式
第
六
号
と
し
、
様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を

削
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「第

９
条
関
係

」
を
「第

８
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る

。
　

様
式
第
十
二
号
中
「第

10条
関
係

」
を
「第

９
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る

。

　

様
式
第
十
三
号
中
「第

11条
関
係

」
を
「第

10条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る

。
　

様
式
第
十
四
号
中
「第
12条
関
係

」
を
「第

11条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る

。
　

様
式
第
十
五
号
中
「第

13条
関
係

」
を
「第

12条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す

る
。

　

様
式
第
十
六
号
中
「第

14条
関
係

」
を
「第

13条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す

る
。

　

様
式
第
十
七
号
中
「第

15条
関
係

」
を
「第

14条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す

る
。

　

様
式
第
十
八
号
中
「第

16条
関
係

」
を
「第

15条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


